
第��号議案

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例（昭和��年島根

県条例第��号）の一部を次のように改正する。

第�条の�第�項中「住居と勤務場所との間」を「次に掲げる移動」に、「往

復する」を「行う」に改め、同項に次の各号を加える。

� 住居と勤務場所との間の往復

� 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所

から勤務場所への移動（規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就

業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。）

� 第�号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動（規則で定める

要件に該当するものに限る。）

第�条の�第�項中「前項の往復」を「前項各号に掲げる移動」に、「同項の

往復」を「同項各号に掲げる移動」に改める。

第�	条中「までの等級」を「までの障害等級」に、「障害の等級」を「障害等

級」に改める。

第��条第�項第
号中「等級」を「障害等級」に改める。

附則第�条の�第�項中「障害の等級に」を「障害等級に」に改め、同項の表

中「障害の等級」を「障害等級」に改める。

附則第�条の
第�項中「障害の等級」を「障害等級」に改める。

別表第�の表中「等級」を「障害等級」に改め、同表備考を次のように改め

る。

備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、法第��条第�項に規定する

ところによる。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の議会の議員その他

―�―



非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第�条の�各項の規定は、平成��年

�月�日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

―�―


